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はじめに 

 新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、在宅勤務を導入する動きが企業で見られるようになった

が、在宅勤務の導入までに時間がかかった企業が少なくない。さらに、一度在宅勤務を導入したとしても、

感染症収束とともに在宅勤務を継続する企業は少なくなり、従来の対面型の働き方に戻りつつある。また、

観光業界や飲食業界、医療業界などにおいては、そもそもテレワークを中心とした働き方が不可能であると

いう問題も再認識された。 

 本論文では、テレワークの導入と実践に対する困難についての整理、今後テレワークが必要になったとき

に企業や労働者はどのように活用すべきかの提案を行う。 

 

Ⅰ 国土交通省におけるテレワークの定義 

 テレワーク（tele-work）とは「tele＝離れたところ」と「work＝働く」を合わせた造語のことであり、

「ICT（情報通信技術）を利用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方」（2008，国土交通省）であ

ると定義されている。政府はテレワークのメリットとして、①少子化・高齢化に伴う労働力不足の解消、②

ワーク・ライフ・バランスの充実や育児・介護との両立、③地域活性化の促進、④移動に伴う排気ガスによ

る環境負荷軽減、⑤有能・多様な人材の確保、生産性の向上、⑥営業効率の向上、顧客満足度の向上、⑦企

業側の設備投資などにかかるコスト削減、⑧災害等に関する危機管理を挙げている。これらのメリットか

ら、政府はテレワークの長期的実施を意図していたことがうかがえる。 

 

Ⅱ テレワーク実施率等に関する調査 

 国土交通省「テレワーク人口実態調査」から、2011-2012 年のテレワーカーの割合増加の要因として、東

日本大震災が関わっていることが考えられ、吉見・藤田（2016）においても複数の事例が報告されている。 

 また内閣府「第 5 回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」に

よると、テレワーク実施率に増加傾向が見られる時期は緊急事態宣言が行われた時期であり、減少傾向が見

られる時期は緊急事態宣言の解除が行われた時期であった。 

 上記の調査結果から、日本では緊急時にテレワークが導入されることはあっても、事態収束とともに対面

型の働き方に戻ることがわかった。これはテレワークの長期的実施が難しいということであろう。同時に、

テレワークよりも対面型の方が望ましく、テレワークはあくまで補助手段と考える企業が多いということが

推測される。 

 

Ⅲ テレワークの導入における困難 

 大久保（2020）は「新型コロナウイルスの感染拡大がテレワークを活用した働き方、生活・意識などに及

ぼす影響に関するアンケート調査」の結果を次の 3 点に要約している。 

 ①業種や職種によってテレワークの向き不向きがある。調査・情報通信・研究などの職種はテレワークに

向いており、空間を隔てた分業・協業がしやすい。他方で対面サービスや肉体労働（現場で作業したり、消

費と供給が同一空間で同時に起こったりする分野）は不向きである。②都市と地方におけるテレワーク率の



違いである。業種や職種による向き不向きを反映している面もあるが、加えて、感染予防策の緊要性の地域

間の違いを反映しているとも考えられる。③非正規雇用や中小企業など、就業形態、企業規模によるテレワ

ーク率に差がある。 

 ②については、東京都心部にはテレワークに向く職種や業種が立地していること、地方では感染予防の緊

要度がそれほど高くなかったことが理由として挙げられている。③については、企業規模が大きいほどテレ

ワーク率が高く、正規雇用の方が非正規雇用よりもテレワーク率が高いとし、非正規雇用の職種がテレワー

クに向いていない場合や、企業側がテレワークできる環境を十分に与えていない可能性が高いとしている。 

 

Ⅳ テレワーク実践後のリスク 

 小澤(2023)はテレワークによる「孤立」の問題を研究する中で、孤立とテレワークに関するフランスの調

査事例を複数紹介している。フランスガス・フランス電力の従業員（35-50 歳）を対象とする調査では、孤

立した者は癌、事故、自殺等の死亡率が高かったとされる。また、テレワークに関する民間の調査では、テ

レワークの問題点として孤立が大きく取り上げられているとする。この調査では、「プライベートと仕事と

の区分」「技術的問題」「労働時間の増加」等を抜いて、問題点として最もポイントが高かったのが、従業

員・企業側ともに「労働における社会的つながりやチームワークの喪失、集団からの孤立」（従業員側

65％、企業側 47％）であった。さらに、テレワークの生産性については、テレワークは月あたり 13 日、週

あたり 3 日を超えると生産性が下がるという調査結果も紹介している。 

 

むすびに 

 日本においては、コロナ禍に限らず自然災害も多いため、経済活動を維持するために、一時的であっても

テレワークに対応できる体制を整えておくことに越したことはない。しかしながら、業種や職業によるテレ

ワークの向き不向きがあるという現状、コミュニケーションが不足しやすく健康面に対するリスクが大きい

こと、テレワークに偏りすぎると生産性を下げる場合があるということを問題点として考慮しなければなら

ない。したがってテレワークは対面型の働き方を補助するための手段として活用するのが現実的であるとい

える。そのうえで、今後テレワークが必要な場面が出てきた場合には、テレワークと対面型との両方を使い

分けながら、個人や組織に適したバランスを見つけることが重要であると考える。 
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